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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

東亜国内航空株式会社所属日本航空機製造式ＹＳ－１１型ＪＡ８６４３は，東亜国内航 

空１０３便として，昭和５１年５月２８日５８名の旅客及び６名の乗組員がとう乗し ， 

旭川空港へ進入中１１時５６分頃晴天乱気流に遭遇し旅客４名，客室乗務員１名及び客 

室乗務要員２名が負傷し航空機の一部が破損した。

１．２　航空事故調査の概要

昭和５１年５月２９日　事実調査

３１日　〃

６月３日　〃

１．３　原因関係者からの意見の聴取

昭和５１年９月３０日　意見聴取



２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ８６４３は，５月２８日０９時１７分計器飛行方式による東京国際空港を離陸して， 

高度１３，０００フィートで千歳ＮＤＢ及び美唄を経由して旭川空港に向った。

同機の飛行状況は次のとおりである。

同機が１１時３９分千歳ＮＤＢを通過後，機長は飛行高度付近でやや左前方に薄い層 

雲を視認したのでシートベルトサインスイッチをオンにした。

同機は当該層雲を通過せず，これを西に見ながら飛行し，間もなく天気は快晴状態に

なった。

なおベルトサインは着陸時まで点灯のままであった。

このサインにより客室乗務要員２名が，ベルトチエック要領に従いチエックを開始し， 

客室乗務員２名は，それぞれその後を確認しながら再チエックを行った。

同機は１１時５１分美唄を通過後，旭川空港への計器進入管制承認を受けて降下を開 

始した。

同機が高度約８，０００フィートを通過し，指示対気速度約２３０ノットで１１時５６分 

ごろ旭川空港の南西約１０海里に差しかかった際，機上レーダーにエコーの現われない 

快晴の状況下で，突然激しい晴天乱気流に遭遇し，瞬間的に急激な機体の上下動が起っ 

た。

その後同機は有視界飛行方式に切換えて，１２時０４分旭川空港に着陸した。

２．２　人の死亡，行方不明及び負傷

死傷
とう乗者

乗組員 その他
その他

死亡　０　０　０

重傷　０　０　０　

軽傷　３　４　０

なし　３　５４

旅客４名　頭部打撲，頸椎捻挫，右大腿部挫傷

客室乗務員１名　頭部打撲

客室乗務要員２名　頭部打撲，左腕擦過傷



２．３　航空機の損壊の程度

小破

２．４　航空機以外の物件の損壊

なし

２．５　乗務員に関する情報

機長　昭和８年７月２０日生

技能証明　定期運送用操縦士　第８７０号

昭和４２年１０月１８日取得

第１種航空身体検査証明書　第１１４０１５０８号

有効期間　昭和５１年３月２０日から昭和５１年９月１９日まで

総飛行時間　９，７３４時間２４分（昭和５１年４月３０日現在）

同型式飛行時間　４，５６０時間１５分（同上）

最近３０日間の飛行時間　３０時間４３分

客室乗務員（Ａ）　昭和２８年２月２３日生

入社年月日　昭和４６年１１月１１日

資格認定　昭和４７年２月１１日

指導客室乗務員発令　昭和４９年６月２１日

乗務時間　２，７４１時間１５分

客室乗務員（Ｂ）　昭和２７年１０月１２日生

入社年月日　昭和４７年５月８日

資格認定　昭和４７年８月８日

指導客室乗務員発令　昭和５０年３月２４日

乗務時間　２，５９６時間１７分

客室乗務要員（Ａ）　昭和３１年１１月１７日生

入社年月日　昭和５１年４月１日

事故当時，資格認定のための研修中で訓練慣熟乗務中であった。

客室乗務要員（Ｂ）　昭和３２年２月３日生

入社年月日　昭和５１年４月１日

事故当時，資格認定のための研修中で訓練慣熟乗務中であった 。



２．６　航空機に関する情報

型式　日本航空機製造式　ＹＳ－１１型

製造年月日　昭和４０年６月１４日

製造番号　第２００７号

耐空証明書番号　第東４７－２４９号

総飛行時間　２３，００３時間５４分

オーバーホール後の飛行時間　６３９時間４５分

シートベルト・アセムブリー

製造者　アメリカン　セイフテイ　イクイップメント　コーポレインヨン・カミン 

グス　アンド　サンダ－デイビジョン

シリーズ・ナンバー　ＣＳ－９４００－２

パーツ・ナンバー　９４０３Ａ－２３２１

２．７　気象に関する情報

２．７．１　千歳航空測候所の昭和５１年５月２８日の一般天気概況は次のとおりである。

５月２８日の早朝から午後にかけて高気圧が秋田沖から関東沖に向って，１５ノット 

で東南東に進んでいた。

北海道は概ねこの高気圧の圏内に入っていたため，良い天気の所が多く，旭川付近で 

は快晴または晴れの状態が続いており，気温も高めとなっていた。

また，北海道上空５，０００フイートから１０，０００フイートにおいては西寄りの風がやや 

強く吹いていた。

２．７．２　旭川地方気象台旭川空港出張所の当日の０９時００分から１２時００分までの 

観測値は次のとおりであった。

０９時００分：風向１８０度風速１２ノット，快晴，視程１０キロメートル以上，気温

２０度Ｃ，露点温度４度Ｃ, ＱＮＨ　２９．５７

１０時００分：風向１７０度風速１６ノット，快晴，視程１０キロメートル以上，気温

２２度Ｃ，露点温度３度Ｃ，ＱＮＨ　２９．５３

１１時００分：風向２００度風速１５ノット，快晴，視程１０キロメートル以上，気温 

２４度Ｃ，露点温度４度Ｃ，ＱＮＨ　２９．４９

１２時００分：風向２２０度風速１４ノット，雲量１／８，高積雲，雲高１６，０００フイー 

ト，視程１０キロメートル以上，気温２５度Ｃ，露点温度２度Ｃ，



ＱＮＨ　２９．４７

２．７．３　札幌管区気象台のレーダー観測によれば０９時００分及び１２時００分ともに 

旭川空港付近には降水エコーがなかった 。

２．７．４　当日，当該航空機進入経路付近には空域悪天情報はなかった 。

２．８　航空機又はその部品の損壊に関する情報

機体は，とう乗者の頭部が当りハットラックが２箇所にわたりくぼみ変形したほか， 

パセンジャー・サービス・ユニット１個が破損した。

２．９　飛行記録装置及び音声記録装置に関する情報

ＪＡ８６４３は，サンドストランド社製ＦＡ－５４２飛行記録装置（ＥＤＲ）及びサンド 

ストランド社製ＡＶ－５５７Ａ音声記録装置が銅体後部に装着されていた。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　同機は千歳ＮＤＢを経て美唄通過までは正常に飛行した。

その後機長は旭川空港への計器進入管制承認を受けたが，乱気流に関する情報はなか 

った。

続いて機長は降下を開始し，機上レーダーにエコーのない快晴の気象状況下を飛行し， 

高度約８，０００フイートを通過した際，突然激しい晴天乱気流に遭遇したものと推定され 

る。

３．１．２　機長は，当該飛行中千歳ＮＤＢ上空通過後も気流はおだやかであり，乱気流に 

関する気象情報も受けておらず，天気も快晴であり，また美唄からの進入経路には１，０００ 

メートル未満の山岳しかないことから晴天乱気流を予期しえなかったものと推定される。 

３．１．３　飛行記録装置の解析の結果，事故発生時における機体の垂直加速度は，約０．５ 

秒間に＋１．８Ｇから－０．９Ｇにわたり変化しており，高度は，約１秒間に上昇約５０フ 

イート続いて降下約２００フイートの変化があったものと認められる。

また速度は約１秒間に約１０ノット変化し，機軸方位は左右それぞれ約６度の変化が 

あった。（付表参照）



３．１．４　機長は事故発生約１８分前千歳ＮＤＢ通過後，シートベルト サイン スイッ 

チをオンとし，これにもとづき客室乗務要員及び客室乗務員はベルトチエックを行い， 

事故発生時においてはベルトチエックは終了していた。

３．１．５　同機の突発的な激しい上下運動に際し，シートベルト未着用の客室乗務要員２ 

名及び客室乗務員１名は座席から浮き上がりほうり出され負傷を負い，他の客室乗務員

１名は瞬間的に座席の肘かけにつかまり無事であったものと認められ，また旅客の負傷 

は，ベルトの緊縛又はバックルの止め金のしめつけが不十分であったか，あるいは旅客 

の身体の一部がバックルの止め金に触れたために，当該バックルがリリースされ座席よ 

り身体が浮き上がりほうり出されたことによるものと推定される。

４．　結論

（１）　機長及び副操縦士は適法は資格を有し，客室乗務員及び客室乗務要員は社内規程に 

よる資格を有していた。

（２）　同機は，機長の予期しない晴天乱気流に遭遇し，機体が約１秒間に急激に上昇し続 

いて降下した。

（３）　旅客のシートベルト着用のチエックは，事故発生以前に客室乗務要員，客室乗務員 

により実施されていた。

（４）　同機の突発的な激しい上下運動に際し，シートベルト未着用の客室乗務員及び客室  

乗務要員４名のうち３名は座席から浮き上がり，ほうり出されて負傷し，１名は座席 

の肘かけにつかまり負傷はなかった。

（５）　旅客の負傷は，同機の突発的な激しい上下運動に際し，ベルトの緊縛又はバックル 

の止め金のしめつけが不十分であったか，あるいは旅客の身体の１部がバックルの止 

め金に触れたために，当該バックルがリリースされ，座席より身体が浮き上がりほう 

り出されたことによるものと推定される。

原因

本事故は，同機が空港への降下進入中，予期しない晴天乱気流に遭遇したことによる  

ものと認められる。





付表


